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レ ー チ ェ ル ・ カ ー ソ ン の 感 性 に 学 ぶ 環 境 教 育 プ ロ グ ラ ム を 集 め て 行 わ れ た 「 セ ン

ス ・ オ プ ・ ワ ン ダ ー 」 清 里 フ ォ ー ラ ム ２ ０ ０ ３ （ 主 催 ： 同 フ ォ ー ラ ム 実 行 委 員 会 、 特 別

協 力 ： 国 民 会 議 ） に 、 国 民 会 議 か ら は 神 山 美 智 子 （ 副 代 表 ・ 写 真 中 央 ） 、 中 下 裕 子

（ 事 務 局 長 ） 、 水 野 玲 子 （ 常 任 幹 事 ） 、 中 川 瑞 代 （ 同 ） が 参 加 し ま し た．

特集・第５回国民会議総会報告
特集・創立５周年記念シンポジウム「毒物のない社会をめざして」
菊地美穂・会計報告とお願い
中下裕子・国民会議第５年度の活動報告と第６年度の活動予定
森脇靖子・講演会「毒物のない環境を次世代に手渡すために～スウェーデン、ＥＵの化学物質政策」
「環境に関する情報公開・市民参加・司法アクセスを進めるオーフス条約を日本で実現するＮＧＯネットワー
ク」（オーフス・ネット）設立

宇井純・発起人からひとこと
神山美智子・「環境法の今」第１６回有害物質含有家庭用品規制法、ガーデニングブームで動き出す
「容器包装リサイクル法改正を求める全国ネットワーク」が設立
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第５回国民会議総会
報告

１。 立 川 涼 代 表 挨 拶

毒 物 の な い 社 会 を め ざ して

おかけさまで、５周年を迎えました。皆様のご協

力にあっくお礼申し上げます。

価値観が多様化し、一口に幸福と言っても百人百様、

価値観の異なる集団がいかにしてまとまって暮らし

ていくか、数百年単位の社会変革のときを迎えてい

ます。このような時代には、国の役割も変わってきま

す。百人百様の幸福は、国だけでは実現できません。

地方自治体やＮＧＯの役割が大きくなってきます。

たとえば、国民会議が掲げる「毒物のない社会」

というのがあります。毒物とは何か、毒性の話はエ

ンドレスです。つい先日も有機リン系化合物の遅延

効果についての問題が議論されていました。硝酸に
ついても、古い毒性に基づく基準は定まっています

が、環境ホルモン作用など新たな毒性を考慮すると、

また見直す必要もでてきます。１つの課題に１つの

解答があるとは限りません。複数の解答があったり、

解答というものが無かったりもします。ものごとを

どう考えるかが決定的に重要になります。

最近、アメリカとイギリスで代表的な学会誌では、

研究資金の出所を示することを検討しました。その

後採用されたかどうかは分かりませんが、巾立的な

ようでも、資金のＩ出所を明らかにすることは重要だ

と思います。科学には、はじめから一定の方向性が

あるわけではありません。専門家集団にまかせると

暴 走 す る お そ れ が あ り ま す。 広 く 社 会 で 議 論 して、

暴走を食い止める必要があります。方『句性は、社会

的、政治的に決めなければいけない問題です。欧州

でＲＥＡＣＨという画期的な化学物質規制が提案されて

います。いままでのやり方だと、民主的だけれども、

進展はきわめて遅い。ＲＥＡＣＨは安全性のチェックを

産業界の責任で明確にしようとする制度です。ＥＵの

担当者は、“科学者は１００年かかると言うかもしれな

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ２６

２００３年１１月８日、東京・四谷の上智大学において、

国民会議の総会および創立５周年記念シンポジウム

「毒物のない社会をめざして」が開催されました。

以下に、総会の概要と、シンポジウムの記念講演、
パネルディスカッションの様子を紹介します。

い が 、 政 治 は 待 て な い ” と 言 って い ま す。

国民会議は過去５年問、いくつかの具体的政策提

言を中心に活躍を重ね、社会的な評価も定着しつつ

あるのではないでしょうか。

六本木の森芙術館の最初のテーマは［ハピネス］

だそうです。いろいろな作品がばらばらに置いてあ

ると批判する向きもあるように聞いていますが、幸

福とは主観的な概念ですから、ばらばらなものがお
いてあるのは、幸福の性質を現しているのではない

で し ょ う か。

社会は混迷度を深め、どこもかしこもおかしくな

っ て い ま す。 経 済 社 会 シ ス テム 、 ラ イ フ ス タ イ ル、

価値観の変革が求められています。ここでは国民の

政治的教養が問われるのではないでしょうか。

国民会議は、これまでの実績を背に「毒物のない

社会」を目指して汗と智恵を出していきます。

これからも国民会議をよろしくおねがいします。

２ 、 中 村 事 務 局 次 長 か ら 、 設 立 か ら ５ 年 間 の

活 動 報 告 と 今 後 の 活 動 目 標 の 説 明

活動報告についてはニュースレター２５号（２００３．１０

月号）を、活動目標については次ページの活動目標

全 体 図 を ご 覧 下 さ い。

３ 。 菊 地 事 務 局 次 長 か ら 、 前 年 度 会 計 報 告 と、

会費納入・カンパのお願い
会計報告は本号７ページをご覧下さい。

４ 。 会 場 意 見 ・ 質 疑

（１）Ｑ．「ダイオキシン神話の終焉」への反論はし

た の で し ょ う か ？ こ の 本 が 最 近 影 糾 力 を 増 して い

るようですが、その中で国民会議が名指しで批判さ

れることが気にかかります。国民会議の大きな成果

であるダイオキシン法は不要と書かれていることを



どう考えていますか。わかりやすい情報の提供をし

て ほ し いで す。

ＡＩ．（：立ｌ川代表）

ダイオキシン問題の重要性が揺らぐことはありま

せん。環境ホルモンについてもＷＨＯでさえも公認し

ています。世界中で膨大な研究報告が出ており、こ

れが問題だというのは世界の流れです。だからこそ

日本だけでなく各国で政策課題になっています。あ

とは、さまざまな立場について、どのような考えを

持つかということです。国民会議内でも反論したら

どうかという議論がありました。僕個人としては放

っておけばいずれ消えていくと思っていた面があり

ました。多元価値社会では、ダイオキシンが悪くな

いという意見の人があるのももっともです。著者の

波辺さんには、私どものメンバーが公開討論会を申

し入れたが、断られた経緯があります。個人が言う

ことについて、僕は昔からいちいち反論はしていま

せ ん 。 自 分 の 正 し い 主 張 は や り ま す が この

ような僕の考えが、国民会議のスタンスに少なから

ず影響を与えました。市民運動に影響を与えている

のは申し訳ないような気もしますが、地道に活動し

ていくことで時間が解決するだろうと思っています。

Ａ２．（松崎常任幹事）

このような内容のものでも研究者としてきちんと

対応し反論するのは大変な労力です。しかし、世論

に与える影響が大きいので、正式に反論する準備を

した方が良いのではないかと思います。個人的には、

環境ホルモンに興味があるので、環境ホルモン学会

の 有 志 で 相 談 して 反 論 す るつ も り で す。

（２）Ｑ．会費が年２０００円なのは安くはないですか。

Ａ．（立川代表）
ニュースレターの内容からいっても、３０００円にし

ても、おしかりを受けることはないだろうという気

は し て い ま す。
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創立５周年記念シンポジウム
「毒物のない社会をめざして」

２００３年１１月８日、総会に引き続いて、記念シンポジウムが行われました。

副代表に就任された森千里さんをはじめ、多彩なａ那ｉｌｊ陣にお集まりいただき

ました。記念講演とパネル・ディスカッションについて報告します。

●記念講演１

「 化 学 汚 染 か ら 子 ど も を 守 る ー 一 次 世 代

に ど の よ う な 社 会 を 残 す か ー 」

副 代 表 ・ 千 葉 大 学 大 学 院 教 授 森 千 里 氏

警 鐘 か ら 対 策 へ

私 た ち の 環 境 に は 、 化 学 物 質 が あ ふ れて い ま す。

もはや警鐘の時代から、明確な対策・対応の時代に

入ったと認識しています。皆さんの血液からも、必

ずさまざまな化学物質が検出されるでしょう。しか

し、一つ一つの物質に対して、どういう影響がある

のかを調べていてもキリがありません。私は、臍帯

の検査などにより、人間の体内に入った化学物質を

調べ、健康へのリスクを把握していこうと研究をし

て い ま す。

胎 児 ・ 子 ど も 用 の 基 準 を

特に、子どもや胎児は、小さな大人ではありませ

ん。発生・発達の過程での影響は長期的かつ不可逆

的影響を引き起こします。母体や母乳から摂取され

る微量化学物質が、環境ホルモンが話題を集めた当

初に注目された生殖機能だけでなく、免疫系や神経

系にも影響を及ぽすのではないかと危惧され、さま

ざまな研究成果が発表されています。短期間に子ど

ものアレルギーがこれほど増えているのは、遺伝の

影響だけとは考えられないでしょう。
たとえば、平均的にビールを１．５本飲んでも什事

上のＪ彭響はないという調査結果があったとします。

しかし、ビールを１本飲んでも寝てしまうという人

もいて、その方には平均１．５本という意味はなく、

少しの量でも大きな彫響を受ける「ハイリスク群」

と考えるべきです。代謝条件などを考慮し市販の風

邪薬でも、大人と子どもでは服用量が違います。化

学物質の対策を考える際には、影響を受ける米準を

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２６

平均値としての体重５０キロの男性ではなく、感受性

の高い胎児や子どもなどのハイリスク群に設定する

べ き だ と 思 い ま す。

ハ イ リ ス ク 群 の リ ス ク を 下 げ る

医学の立場からは、対策としては、とにかく化学

物質の摂取量を減らすことが重要です。具体的にい

うと、正しく化学物質の現状を評価することが最初

です。その際に、あなたの体内には高濃度の化学物

質があるというだけでは不十分で、どうしたら対応

したらよいかなど、桁神的な面も含めて、フォロー

アップすることが重要でしょう。胎児や子どものリ

スクを低減するには、妊産婦などを対象に食事や運

動の指導など生活介入的対応を行うことが効果的と

考 えて い ま す。

森 千 里 副 代 表 か ら の 就 任 記 念 メ ッ セ ー ジ

私たちの研究グループは、ダイオキシンや環境ホル
モンなどの微量化学物質のヒトヘの影響について長乍

研究を続けてきました。特に、母親の胎内で数多くの

化学物質に暴露する胎児や、成長過程の新陳代謝の著
ししヽ峙期に曝露する子供への影響について以下の３点

を重点的に進めています。

①化学物質曝露の現状を正確に把握すること
②新しいリスク評価方法を開発し、次世代Ｍ１三響に関し
て対応可能な評価システムを作り上げること

③予防医学的対応としてのリスク削減を、リスクコミ
ュニケーションや環境教育の実施、および体内の化

学物質の削減方法開発などによって目指すこと
これらの研究から得られた知識と経験が少しでも国

民会議の皆様にお役に立つよう努力したいと考えてお
ります。



●記念講演２
「これからの身近な化学物質管理」

横浜国立大学大学院教授浦野紘平氏

ＰＲＴＲ制度が始まる

新しくできたＰＲＴＲ（化学物質排出量等届出）
制度は、規制ではなく、情報公開により有害化学物
質の自主管理を促進しようという画期的な制度です。
今年の３月に初めてデータが公表されました。国は、
全国と都道府県別に指定化学物質の排出ｌ量を公開し
ていますが、そのままでは市民にとって使いにくい
ものです。また排出量に注目した管理では、少量だ

けれども毒性の高い物質が見逃されてしまいます。

Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ デ ー タ か ら わ か っ た こ と

エコケミストリー研究会では、面積あたりの排出

量を毒性で重み付けしたリスクスコアという新しい

指数を市町村単位で公表しています。結果は、農薬

以外では、アクリロニトリルやヒドラジンなど朱規

制 物 質 の リ ス ク ス コ ア が 高 い こ と が 分 か り ま し た。

農薬では、水生生物の非常に毒性が強いジクロルボ

スやエチオンなどが柑橘系果樹などへの使用の多い

熊本県や愛媛県など特定の都道府県で多く使用され

ていることや、水生生物に対するリスクスコアが一

番 高 い 地 域 が 意 外 な こ と に 東 京 で あ る こ と な ど が 分

かりました。東京では近郊野菜の栽培に多く使用さ

れているのが原因のようです。また、自動車排ガス

のリスクスコアがかなり高いことも明らかになりま

した。ＰＲＴＲデータを分析すれば、今までに見逃

されていた沢山の事実が出てくると思われます。

終 わ ら な い ダイ オ キ シ ン 問 題

ダイオキシン特別対策措置法ができ、焼却炉から

のダイオキシンの発生は減りました。しかし、これ

か ら の 問 題 は 産 業 系 の 発 生 源 で す。 新 た な 発 生 源 が

次 々 と 見 つ か って い ま す。 ま た 、 臭 素 系 ダイ オ キ シ

ンなど、塩素系以外のダイオキシン問題もまだ手が

つ け ら れて い ま せ ん 。 ダイ オ キ シ ン 問 題 は 、 簡 単 に

『奪われし未来』の著者の一人、ピート・マイヤーズ博士（環境ヘルスニュース社代表）とＣＳ

支援センターの網代太郎事務局長から設立５周年総会の前にメッセージが届きました。

『奪われし未来』の
ピ ー ト ・ マ イ ヤ ー ズ 甫 士

創立５周年おめでとうございます。地球規模で市

民参加の実験が今まさに行われているなか、国民会

議は主要な担い于の一つです。

ダイオキシン、環境ホルモンなどの汚染から人類

の健康を守るため、市民参加を大きなレペルで組織

することは可能なのか。世界中のＮＧＯや個人がこ

の運動に参加していますが、国民会議の成功は、世

界にとってインスピレーションと指針を与えていま

す 。

ダイオキシン、環境ホルモンから国民をどう守る

かという難問に、日本ほど真剣に対応した国は少な

いでしょう。国民会議のリーダーシップと勇気が要

因 の 一 つ に な っ た こ と は 疑 い が あ り ま せ ん 。 ま た、

同会議は、残留性有機汚染物質を規制するストック

ホルム条約の成立においても国際的な役割を米たし

ま し た。

今 後 も 、 化 学 物 質 問 題 は 巨 大 な 難 問 と して 立 ち は

だ か るで し ょ う 。 し か し 、 国 民 会 議 が 引 き 続 き 国 内

外 で リ ー ダー シ ップ を 発 揮 さ れ る 限 り 、 未 来 は 明 る

い と 確 信 して い ま す。

網 代 太 郎 氏
化学物質過敏症支援センター（略称・
ＣＳ支援センター）事務局長

国民会議５周年、おめでとうございます。「子ども

環境保健法（仮称）」など、子どもと化学物質の問題

をはじめ、化学物質による健康・環境問題に活発に

取 り 組 ま れて い る こ と と 存 じ ま す。 私 ど も も 「 シ ッ

ク ス ク ール 」 な ど 、 化 学 物 質 に よる 健 康 影 響 の 問 題

に取り糾んでおり、活動分野や、目指すものに共通

性 が あ り ま す。 可 能 な と こ ろで 連 携 で き れ ば 幸 いで

す の で、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ２６０



終わったとは言えない状況です。化学物質の問題に

は、法律での対応だけでは解決できない問題もあり

ます。国民会議のようなＮＧＯには、最新の研究結

果などをしっかりと把握して、政策提言を行うとと

もに、広く一般の方に正しい情報を普及するような

活動をしていってもらいたいと思います。

※ エ コ ケ ミ ス ト リ ー 研 究 会 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.ｓａｆｅｔｙｅｎｇ.ｂｓｋ.ｙｎｕ.ａｃ卯/ｅｃｏｃｈｅｍｉ／

●創立５周年シンポジウム
パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 「 毒 物 の な い 社

会 を め ざ し て - Ｎ Ｇ Ｏ の 果 た す 役 割 - 」
パ ネ リス ト ： 代 表 立 川 涼 氏

副 代 表 森 千 里 氏
横浜国立大学大学院教授浦野紘平氏
前環境省化学物質審査室長早水輝好氏
コーディネーター：事務局長中下裕子氏

（以下、敬称略）
＊紙面の都合上、割愛した質疑応答があることをご

了承ください。

中下：ＮＧＯの果たす役割についてのお考えを。

早水：フロン回収・破壊法や自然再生法など、ＮＧ

Ｏ活動が法制化につながった事・例が出始めている。

化蜜法に生態系保全の観点を入れる際には、国民会

議に助けられた。行政の視点から見て、ＮＧＯに求

められるのは、科学的な議論、建設的な意見や提案

型の活動、違う立場の様々な考え方を考慮すること。

そのためには、行政との頻繁な意見交換も必要だろ

う。また、一般の人の理解を深められるかなどが課

題 。

森：自分の身内や子どもに被害が出た時には対応を

切望する。被害の当事者かどうかで、考え方はまっ

たく変わる。これからは、被害の出やすいハイリス

ク群を基準にした活動が必要。国民会議では、子ど

も環境保健法を考えているが、私は最新の研究成果

を捉供するという形で貢献したい。

立川：個人的な見解を申し上げる。今まで、さまざ

まな化学物質問題が出てきた。それぞれ事前に意思

決定できるだけの調査結果があったのに、対応でき

なかった。ダイオキシンについても、既に１９８０年代

には、ダイオキシン法がすぐ成立するぐらいの事実

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ、２６

は わ か っていた。歴史的な事実として、人間も行政

も合理的にできていないことを理解しなければいけ

ない。科学的な事実をどう位置づけて政策とするか

は別の次元の話。事・実は、専門家でもなかなかわか

らない。一般的な行政も含めて、事実ではなく、パ
ーセプション［認識］で対策が決められる。ＮＧＯ

は社会の認識を変える役割を担う。

会場からの質問１：次々と新しい化学物質がっくら

れることが問題。イと学物質の相乗効果が心配。抜木

的 な 対 策 は な い の か。

浦野：人間には、新しいものを作りたいという欲求

があり、これを止めることはできない。つくる物や

使い方に制約をつけて管理していくことが重要。ま

た、相乗効果や複合汚染については、一つ一つ調べ

ていると手遅れになるので、発想を転換して、遺伝

子１負傷性やホルモンかく乱性、仔魚やミジンコが死

ぬかどうかなど、バイオアッセイで総括的に安全法

を碓かめる方法の普及を進めている。

早水：現在は化学物質の相乗効果までは考慮してい

ない。なお、利・学的事実だけで政策が進むわけでは

ないという現実を否定はしないが、科学的根拠の積

み上げが説得力を待つことも事実。環境の分野では

完璧な立証を求めるものではない。

会場からの質問２：化学物質への危機感を、一般の

人がどうやって生活に結びつけるか。

中下：一般の人へ活動を広げることが国民会議の課

題と認識している。わかりやすいブックレットなど

も作るが、会員の方にも、それぞれ身近な人に働き

か け て も ら い た い。

会場からの質問３：どうすれば、産業の声より市民

の声を優先する行政が実現するか。

早水：特に良い知恵はないが、公平に見た説得力が

あれば実現しやすい。政党の幅広い共感を得られる

内容であれば、議員立法の方が成立しやすいことも

あ る。

浦野：私も常に悩んでいるが、ＮＧＯ同士のネット

ワークの強化や小中学校の先生に情報提供をするこ

とで、改善されるのではないか。

森：むやみな科学の進歩には、問題がある。しかし

医療の現場では進歩をなくして患者さんを救えない。

私は、ヒトが健康で寿命をまっとうできる社会を作

ることが最も大事だと考えている。



会計報告とお願い
２００２年度は単年度で初めて赤字となりました。（前

年度は大口寄付で救われました。）

安く設定している年会費も未納の方が多く、ニュー

スレターの作成・送付経費に消えてしまい、活動は助

成金のほか、ブックレットの販売と寄付・カンパに頼

っている状況です。

会 計 担 当 菊 地 美 穂

つきましては

①未納会費の納入（重複入金は次年度に充てます）
②ブックレットの購入と新規会員の勧誘
③住所変更の場合のご連絡（お知り合いの方にもご確
認を）をよろしくお願いいたします。

２００２年度会計貸借対照表
２００３年９月即日現在

科 目 全 額
１．資産の部

１．流動資産
現預金
現 金 現 金 手 元 有 高
普 通 預 金 富 士 銀 行 神 谷 町 支 店
郵 便 貯 金 郵 便 局

流動資産合計
２．固定資産

器具備品
固定資産合計
資産合計

２．負債の部
１．流動負債

預り金
流動負債合計
負債合計

３．正味財産の部
前期繰越疋味財産
当期正味財産減少額

正味財産合計
負債および正味財産合計

２７、２８９
１，６（５３，７０９
２，１９２、３３７ ；３，と３８３、３３５

３、８８３，３３５

５０６０６８
５０６０６８

３，２１０

ｚ１、Ｊ１８９、４０３

３２１０

５，０８１，３１４
６９５、１２１

３，２１０

４，３８６、１９３
ｚ↓β８９，４０３

２００２年度収支計算書
２００２年１０月１日から２００３年９月３０日まで

科 目 全 額
１．経常収入の部

１．会費・入会金収入
入会金収入
会費収入

２．寄付金収入
３．事業収入

シンポ他参加費収入
４．助成金収入

環境事業団助成余収入
イオングループ

５．雑収入

経 常 収 入 合 計 （ Ａ ）
２．経常支出の部

１．事業費
講師謝礼
交通費
通信費
資料作成費
会場料

２．管理費
人件費
ホームページ関係費用
環境市民ひろは分担金
雑費
経 常 支 出 合 計 （ Ｂ ）
当 期 収 支 差 額 （ Ａ ） - （ Ｂ ）
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

１１４、０００
１，Ｓ３８７、０００ ２、，００１、０００

５１７，３４４

１４１、５００

１，４００、０００

１，（５８６、０７１
５、７４５，９１５

１，０００、０００
４００，０００

３７０，０００
１３３、６８０
１、１００，５０７
２、５４９、７６０
６７、４８０ ４、２２１，４２７

３６０，０００
２？，１２１９，６０９

６、４４１、０３６

１、４８２、９３０
１３９、１２５

２３７、５５４

△６９５，１２１

４，５７５，２４６
２３，８８０，１２５
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国民会議第５年度の活動報告と
第６年度の活動予定

１。 第 ５ 年 度 活 動 報 告

５周年にふさわしく、数々の目ざましい成果を刻

むことができた１年でした。第１は、「国民会議ブッ

クレット」の刊行です。川肝目の「イビ学汚染から子

どもを守る」に続き、２冊目の「食品のダイオキシ

ン汚染 - ダイオキシンから身を守るために」も刊行。

販売部数は合計で約４０００部に達しています。

第２は、化審法改正のプロセスにＮＧＯの立場で

の参画が実現したことです。今般、生態毒性の観点

が化審法に導入されましたが、その審議会には、国

民会議発起人の北野大さん、鷲谷いずみさん、田辺

信介さんや会員の若林明子さんのほか、副代表の神

山美智子さん、事務局長の中下が参加しました。

第３は、「子ども環境保健法」（仮称）の立法提言

を日本で初めて作成し、立法・行政に提案したこと

です。１従割り行政の下では実現は容易ではありませ

んが、今後も粘り強く運動を続けていきます。

第 ４ は 、 他 の Ｎ Ｇ Ｏ と の 連 携 が 進 ん だ こ と で す。

国民会議が中心となって、ＮＧＯ参画の実現を目ざ

して、環境に関する情報公開・市民参加・司法アク

セスをすすめる「オーフス条約を日本で実現するＮ

ＧＯネットワーク」（略称オーフス・ネット）がスタ
ートしました。また、「食の安全・監視市民委員会」

や、「容器包装リサイクル法改正ネットワーク」も結

成され、国民会議も積極的に参加しています。

このように、活動内容は年々充実しています。一

方で、残念ながら組織・財政基盤の拡充は遅々とし

て進んでいません。今年皮丿灸計は結成後初めて赤字

（約７０万円）を計上しました。会貝拡大・財政基盤の

強化に向けた対策が急務です。

以下、主な活動記録を紹介します。

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ、２６

事 務 局 長 中 下 裕 子

〈２００２年〉

９月「土壌汚染対策法に係る技術的事項について
の考え方の取りまとめ（案）」に対する意見捉出、

「土壌汚染対策法に基づく政省令に規定する内容
（案）」対する意見提出

１０月２５日上壌汚染問題シンポジウム「どうなる？

土壌汚染対策」開催
〈２００３年〉

１月２０日「今後の化学物質の審査及び規制の在り

方について（案）］に対する意見捉出
３月１０日シンポジウム「環境保全のための市民・
ＮＧＯの截判権を確立するために」開催

３月２２日子どもプロジェクト出版記念シンポジウ
ム「化学汚染から子どもを守ろう」（藤田紘一

郎・東京医科歯科大学ほか）開催
国民会議ブックレット①『化学汚染から子ど
もを守る』出版

３月３０日シンポジウム「循環型社会における廃棄

物処理とダイオキシン対策」開催
５月１７日食品プロジェクト出版記念シンポジウム
「食品のダイオキシン汚染一魚介類を中心にー」
剛催

国民会議ブックレット②『食品のダイオキシ
ン汚染-ダイオキシンから身を守るＪ出版

６月１０日「子ども環境保健法」の立法捉言を鈴木

環境大臣に申し入れ（環境省環境保健部長と愁
談）

６～７月「了ども環境保健法ｊの立法提言を各党

国会議員「環境ホルモン・ダイオキシン問題に
取り組む議院延営委員会」に巾し入れ、意見交
換



２ 。 第 ６ 年 度 活 動 予 定

●「子ども環境保健法」制定に向けた活動

「化学汚染から子どもを守ろう！」という全国

キ ャ ン ベ ーン 活 動 を 開 始 し た い と 考 えて い ま す。

また、国ばかりでなく、自治体の首長や地方議会

議貝にも働きかけ、条例の制定提案も行っていく
つもりです。さらに、ブックレットの販売を通じ

て、労働組合などの団体や他のＮＧＯとの協力を

推 進 し た い と 思 って い ま す。

●食品中のダイオキシン汚染対策の実現に向けた活

動

「ダイオキシン緊急対策第二次提言」（母乳・食

品対策）を改訂し、立法・行政に提案したいと考

えています。また、新たな内外情報を収集、分析

し、わかりやすく提供したいと思います。「子ども

硲慨て保健法」と同様、自治体への働きかけや、他

団体・ＮＧＯとの辿携を強化していきたいと考え

て い ま す。

●ブックレット③「家庭用品のリスク」（仮称）の刊

行

家 庭 用 品 プ ロ ジ ェ ク ト チ ーム が 巾 心 と な っ て、

家庭用品に含まれる町害物質について、毒性など
（ｚ）情報をわかりやすく解説するとともに、具体的

なリスク削減策を示すブックレットの作成、刊行

を 予 定 して い ま す。

●環境法の運用状況の点検

容 器 包 装 リ サイクル 法 、 ダイ オ キ シ ン 対 策 特 別

措世法、環境基本法など見直し川間を迎える環境

法制について、運川状況をチェックし、必要な改

正提言を行いたいと考えています。

●国民会議講座の計画立案

国民会議の広範な人的ネットワークを活用して、

化学物質等の環境問題のみならず、政治・経済・

社会・福祉・教育から哲学まで、幅広いジャンル

にわたって、新たな文明の創造を目ざした学習講

座（仮称［国民会議講座］）を開講したいと考えて

い ま す。 今 年 度 はそ の 準 備 を 開 始 し ま す。

●組織基盤の強化

今後も充実した活動を継続するためには、会貝

拡大や財政基盤の強化策に会を挙げて取り組む必

要があります。現在、会員数は約１６００名ですが、

今年度中に少なくとも２０００名を突破したいと考え

て い ま す。 ま た 、 会 員 拡 大 の た め の アイ デ ア を 募

集していますので、事務局までご捉案下さいます

ようお願いします。寄付金募集も積極的に行って

いきたいと思いますので、よろしくご協力の程お

願 い 巾 し 上 げ ま す。

歳 末 カ ン パ の お 願 い

国 民 会 議 は 、 昨 年 度 決 算 で 赤 字 を 計 上 して し

ま い 、 現 在 大 変 威 し い 逆 営 を 余 儀 な く さ れて い

ま す。 国 民 会 議 で は 、 政 策 提 言 を は じ め と す る

様 々 な 活 動 に 取 り 組 んで お り ま す が 、 こ れ ら の

活 動 に は ど う して も お 金 が か か って し ま い ま す。

是 非 、 歳 末 カ ンパ に ご 協 力 い た だ き 、 国 民 会 議

の 活 動 を ご 支 援 い た だ き ま すよ う お 願 い 巾 し 上

げ ま す。 な お 、 カ ンパ の お 振 り 込 み は 、 年 会 費

の お 振 り 込 み 川 に 同 封 い た し ま し た 郵 便 局 で の

振 込 川 紙 を お 使 い 下 さ い。

ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲｖｏｌ２６０



講演会「毒物のない環境を次世代に手渡すた
めに～スウェーデン、ＥＵの化学物質政策」

１０月１４日パール・ロザ

ンダー氏（スウェーデン

の Ｎ Ｇ Ｏ ｒ ケ ミ セ ッ ク Ｊ

の 事 務 局 長 ） の 講 演 会 が

開催されました。氏は１５

年前から化学物質汚染の問題に取り組み、２００２年か

らは「ケミセック」の事務局長として、同国やＥＵ

の化学物質政策に先駆的な役割を果たしてきました。

スウェーデンでは１９９０年代から化学物質への議論が

活発化し、２０２０年までに「毒物のない環境」をスロ
ーガンに、着実な政策が進められ、ＥＵでの化学物

質政策をより良くする牽引役を果たしています。

以下、講波会の中心的テーマであり、ＥＵの立法の

基本理念である［予防原則］についてまとめました。

● Ｅ Ｕ の 化 学 品 規 制 案 が 提 出 さ れ る ま で

ＥＵの閣僚会議は９８年に化学物質汚染に対して、

現行の政策や制度では人間への脅威やさまざまな問

題を解決できないことを明らかにし、新たな化学物

質政策をＥＵ委員会に委託しました。これが、ＥＵ

の化学品規制案「リーチ（ＲＥＡＣＨ）」の出発点にな

りました。Ｒは登録、Ｅは評価、Ａは認証、ＣＨは

化学品を表す英語の頭文字です。２００１年、ＥＵ委員

会は画期的な化学物質の戦略を『白書』として公表

しました。例えば、化学物質の登録、リスク評価の

責任を企業に義務付けるなどいくつかの重要な考え

方があり、「リーチ」に生かされています。「リーチ」
の化学物質政策の基本理念となるのは、予防原則で

す 。

● 予 防 原 則 - 一 問 題 が あ る 時 は 使 わ な い 方 が い

い！

瑞ｌ境巾に排出されたＤＤＴ、ＰＣＢ、水銀などの

人工化学物質が、分解されず環境中に蓄積し、人間

や生態系に有害な影響を与えることを予測できなか

った苦い経験があり、今日にいたっています。ＥＵ

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．２６

常 任 幹 事 森 脇 靖 子

のヨーロッパ環境局は、有害物質による過去の重大

事件を数多く分析し、報告書を公表しました。使用

開始→健康・環境被害のシグナル→社会の対応とい

う一連の動きで、社会が行動を起こすまでの時間を

調べてみると、その対応はあまりにも遅すぎて、悲

惨な結米を招き、健康や野生生物を保護できないと

いう認識にいたりました。つまり従来の化学物質政

策 で は 私 た ち の 健 康 や 生 態 系 を 守 れ ま せ んで し た。

事が起こってからでは遅いのです。
こうした経験を踏まえた上で、予防原則をｒ白書』

は次のように示しています。「ある化学物質が健康や

環境に有害な影響を与えるかもしれないという信頼

できる利・学的証拠があるものの、その潜在的有害性

についての確かな本質やその大きさについて、未だ

科学的不確実性がある場合でも、健康被害と環境被

害を防ぐために政策決定は予防を基本にしなければ

ならない。」ヒトを含む自然界で、化学物質がどの程

度危険かを実証することは、非常に困難で時間がか

か る か ら な の で す。

さらに予防原則は、健康と環境保護を高いレベル

で確保し、ＥＵ域内での化学産業の市場競争性を保

障するなど持続可能な化学産業をも視野に入れてい

ま す。

● 「 リ ー チ 」 へ の さ ま ざ ま な 意 見

今 夏 「 リ ー チ 」 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 公 表 さ れ、

企業、日本を含む各国の政府、ＮＧＯなどの組織か

ら多数のコメントが寄せられました。主として、化

学産業界からは反発が、ＮＧＯなどからは賛同の声

が届いています。「リーチ」が立法化された場合、企

業にはコストと利益の両方があるはずですが、コス

トの方が強調されがちです。しかし、例えば化学物

質過敏症やアレルギーなどの医療コストを考えると、

社 会 の 得 る 利 益 は 大 き く な る は ず で す。 こう し た 視

点を無視することはできないのです。



環境に関する情報公開・市民参加・司法アクセスを進める
オーフス条約を日本で実現するＮＧＯネットワーク
（オーフス・ネット）設立

リオ原則１０の具現化

環境問題は、あらゆる関係者が、それぞれのレペ

ルで参加することによって、最適な対処を行うこと

ができる。そのため、公的機関の有する環境に関す

る情報への適切なアクセス、政策決定過程への参加

の機会、司法及び行政手続きへの効果的なアクセス

が与えられなければならない。これは、環境と開発

に関するリオ・デ・ジャネイロ宜言の原則１０番で、

略してリオ第１０原則と呼ばれているものです。
この環境に関する情報公開・市民参加・司法アク

セスをすすめるリオ第１０原則を保障するオーフス条

約が、国連欧州経済委員会で採択されてはや５年が

経ちました。オーフスは、この条約が締結されたデ
ンマークの都市の名前で、欧州では、この条約に基

づき国内法の整備に着手する国が増えています。東

アフリカや南北アメリカでも、類似の国際法が成立

しています。ところが、アジアには、こうした条約

はありません。また、この条約は、欧州で成立した

とはいえ、域外の国の参加を阻むものではありませ

ん。そこで、日本でもこの条約を実現することを目

指して、「オーフス条約を日本で実現するＮＧＯネッ

トワーク」（通称才-フス・ネット）が設立されまし

た 。

国 内 法 整 備 へ の 提 言 開 始

このネットワークは、環境に関する情報公開・市

民参加・司法アクセスをすすめるオーフス条約の理

念に賛同する市民や、ＮＧＯ／ＮＰＯなどの市民団

体、弁護十などの法律専門家、学者らの連携による

ものです。より多くの人にこの条約を知ってもらう

ためにシンポジウムによる啓発活動や他団休との情

報交換、条約の基準を実現するために国内法（国レベ

ル）整備に関する提言活動等を行っていきます。将来

的にはアジア版オーフス条約の成立や、国連全体の

条 約 化 も 視 野 に 入 れて い ま す。

ネットワークの設立を記念するシンポジウムが１０

月２５日に東京・池袋で開かれました。「どこまで進ん

だ 市 民 参 画 一 オ ーフ ス 条 約 は 日 本 の 環 境 ・ 公 共 政 策

をどう変えられるか」をテーマに、環境問題に取り

組む市民や有識者の方を招き、日本の現状を検討し

ました。同時に、司法制度改革に対する決議文」を

採択し、司法制度改革推進本部に提出しました。

シンポジウムの前半では、事務局長の巾下裕子氏

がオーフス・ネットの設立報告と開会宣言をし、オー

フス条約の理念と現状について高村ゆかり氏（静岡

大学助教授）が講演しました。続いて、話題提供と

して、環境問題の司法アクセス権に関連して注目さ

れている行政訴訟改革の最新動向を越智敏裕氏（弁

護士）、弁護士報酬の敗訴者負担についての問題点を

牛島聡美氏（弁・護士）がそれぞれ報告しました。

また、最近、国との住民討論会が開催された川辺川

ダム問題の現状を高橋ユリカ氏（ジャーナリスト）が

報 告 し ま し た。

後半・のパネルディスカッションでは、ゴミ問題で

藤原寿和氏（廃棄物処分場問題全国ネットワーク）、

河川問題で山田佳代子氏［］ミ川上水まちづくりネッ

ト・久我山）、ダム問題で高橋ユリカ氏が、現場から

の報告をするとともに、環境・公共政策への市民参

加の難しさを訴えました。また、専門家として、環

境行政から原科幸彦氏（東京工業大学教授）、司法の

而から越智敏裕氏が、市民参加の制度が不十分であ

る現状の問題点を指摘しました。

※ 「 オ ー フ ス 条 約 を 日 本 で 実 現 す る Ｎ Ｇ Ｏ ネ ッ ト ワ

ーク」事務局の連絡先ＩΞ９１ａｉｌは、１１ａｒｈｕｓ＠ｅｉｍｐｏ．ｏｒｇ

（記：粟谷しのぶ）

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ２６Φ



発起人からひとこと。。
国民会議発起人
沖縄大学名誉教授
宇 井 純 さ ん

２００３年３月末に沖縄大学教授を定年退職され、
１６年間を過ごした沖縄から、ふたたび東京へと戻
ってこられた沖縄大学名誉教授の宇井純先生からの
メッセージです。

東 京 大 学 か ら 沖 縄 大 学 へ

１９７０年、東京大学助手時代に行った公開

自主講座「公害原論」から３０年以上の時間

が経ちました。講座では、公害の被害者な

どをゲストとして招き、思いを語ってもら

いました。１５年間にわたって、３００回以上

の講座を開き、公害反対運動の事実上の拠

点になっていました。１年目から沖繩の公

害 の 話 か 出 て、 ２ 年 目 に は 沖 繩 の 青 年 が

「沖縄の環境問題は日本よりひどい」と壇

上で話をしました。１９７１年、まだパスポー

トがいる頃に２ヶ月ほど沖縄の公害の現状

を見て、沖縄の公害と反対運動の激しさは

確かに本土を上回っているという印象を持

ちました。ところが、沖繩が日本に復帰す

ると、革新政党のもと公害防止協定が導入

され、行政が対応するから住民は黙ってい

ろという体制になりました。しかし、それ

でも７０年代から８０年代にかけて沖繩の公害

問題は日本で一番ひどい「現場」だったの

です。私は、いつも現場にいることの重要

性を言っていたのですが、ある時、故玉野

井芳郎先生から「何をぐずぐずしているの

か、早くこないと島が溶けて、手遅れにな

るぞ」と言われ、沖繩に行く決心をしました。

沖 縄 の 直 面 す る 環 境 問 題

日本全土の０．６％の面積に全人口のＩ％

が暮らす？４１繩県には、在日米軍基地の７０％

があります。而積比で均等に配置されるな

らば、０．６％のはずですから、その１００倍以

十。を沖繩が抱えていることになります。し

かも、駁音や振動だけでなく、沖縄にいる

海兵隊は米軍の中でも気が荒く、暴行など

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１２６

の問題も頻繁に起こります。その度に、日

本政府は口止め料として公共事業を配分し

ます。小学生が強姦された時は５０億円、普

天間基地を受け入れた時は、１０００億円でし

た。予算消化のために行う公共事業の内容

を決めるのは東京です。温帯の気候に合わ

せた仕様の事業が亜熱帯の沖繩で実施され

ると自然が破壊されます。

たとえば、土地改良事業では、熱帯雨林

が切られ、雨で赤土が流れるようになりま

した。空から見るとまるで沖縄が血を流し

ているように見えます。しかも赤土には生

物毒性の強いアルミニウムイオンが含まれ

ているため、赤土が通ると珊瑚虫が死にま

す。日本への復帰後に沖縄の珊瑚礁の９割

以 上 が 死 んで し ま い ま し た。

そのほかにも米軍基地による有害物質汚

染、地場産業の豚の飼育に伴う畜舎排水に

よる河川の汚染など、沖繩の環境問題は深

刻です。１９９７年には、「沖繩環境ネットワ
ーク」というＮＧＯを作りました。朝鮮戦

争をはさんで、本土で起こった米軍基地拡

張反対運動の結果、皮肉なことにｆｌｌｌ繩にこ

れほど基地が集まってしまいました。だか

ら、沖繩の現状は日本人全体にとって、人

ごとではないのです。ぜひ、３０００円払って

会 員 に な ってく だ さ い。

地 域 の 環 境 問 題 の 重 要 性

私は、地球環境問題といわれてもピンと

きません。よく、「球環境問題は加害者も

被害者もはっきりしない、国民全体の責任」

と書かれています。しかし、「ひとりひと

り が 」 と 書 く 人 に 限 って 何 も して い な い。



「加害者も被害者も不特定多数ではっきり

しない。ｊというのは、公害問題の最初の

頃にも言われたことです。しかし、加害者

は多数かもしれませんが、調べれば特定で

きます。この道路を走る自動車が加害者で、

その地域の住民が被害者と特定できるでは

ありませんか。今、また不特定多数の話が

出てくるのはおかしいのです。実際に北側

の工業国に生きている我々の浪費が、南の

国々の貧困につながっています。そこには

明確な加害・被害の関係があります。足尾

銅山にいけば、１００年前の公害の結果があ

ります。つまり、世代間の加害・被害の関

係があります。被害者や、若い人が「ひと

りひとりが」というのはまだ理解できます

が、これまで加担していた政治家や官僚た

ちがそういうのは許せません。地球環境問

題は、地域の公害の積み重ねです。今こそ、

地域の問題に取り組む人が必要なのではな
い で し ょ う か。

カ ギ は 地 方 自 治

沖繩大学を定年退職し、家内が運転する

車で、鹿児島から住民運動で付き合いのあ

っ た 地 域 を た ど り な が ら 東 京 に 戻 り ま し

た。仲間は例外なく元気でしたし、どの地

域もなんとか経済的にも回っているようで

した。結局その地域に力がどれだけあるか

ということが、バブル崩壊後でもやってい

けるかどうかの違いとなったのではないで

しょうか。この旅の結論は、地方自治体の

取組みがカギだということでした。日本全

体の問題を考えると私の能力の及ぶところ

ではありません。しかし、たとえば大分県

の臼杵市が生き残れるかということであれ

ば、アドバイスはできます。私の専門であ

る下水道であれば、私が見弑もると業者の

１／１００になります。しかし、そんな小さ

な 金 額 で は 袖 助 金 が つ か ず 実 現 し ま せ ん。

このような血税をつぎ込んで役に立たない

ダムや施設を作り、住民に迷惑を掛けると

いう構造を変えることが政治の役割です。

（写真提供：ＮＰＯ法人ごみ環境ビジョン２１）

住 民 運 動 は え え カ ッ コ を す る な

自主講座をやっている時にも痛感しまし

た が 、 日 木 人 は 政 治 教 育 を 受 け て お ら ず、

政治的な感度が非常に低いようです。千葉

で堂本さんが知事に当選した後に、勝手連

が余計な圧力をかけないためにと解散した

ことは頭に来ました。「住民は黙っていろ、

政党に任せろ」と言われ、任せてきた結果

に今があるのです。代表に任せてじっと見

守っているようでは、だめなのです。住民

運動はええカッコをしてはいけません。手

問ひまを惜しんだらうまくいきません。実

験も世の巾も、野球の打率のようなもので

す。２割でまあまあ、３割でトップバッタ
ーです。政府の審議会でも、退屈でも出る

と出ないでは、大きな違いです。私が傍聴

に行くと事・務局も委貝もガラっと態度が変

わります。ビラをまき、こつこつと泥臭い

仕事を重ねることで、社会は変わっていき

ます。ストックホルムの国連環境会議の時

にも感じたことでしたが、自主講座の批判

が政府の政策を変えたこともあるのです。

＊沖繩環境ネットワーク

〒５）０２-００７５沖繩県那覇市国場５１２番地

ワタリアパート１０６号室

Ｔｅｌ＆ｒ４ａｘ：０９８-Ｓ３３２-８４８４

Ｅ-ｌｍＨ：ｎｅｔｗｉｎｄ＠ａｔｌａｓ刈£１ｌａ．ｏｒｊｐ

＊本稿は、２００３年１０月１０日に行われた「宇

井純が語る一環境と市民自治『公害原論』

から３０年……環境の時代は来るのか」（主

催：ＮＰＯ法人ごみ・環境ビジョン２１＝写

真 提 供 ） で の 講 演 を 広 報 委 員 会 で 構 成 し、

宇井先生に加筆していただいたものです。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２６＠



環境法の今・第１６回

有害物質含有家庭用品規制法
ガーデニングブームで動き出す

●２０年ぶりの有害物質指定

この法律については、ニュースレター１３号で紹介し

ました。国民の健康保護のため、家庭用品に含まれる

有害物質を規制しようとするものです。家庭用品とは、
一一・般消費者の生活で使用されるもので、家庭用洗浄剤、

家庭用エアソル製品、下着、寝間着、カーテンなどの

繊維製品、家庭用塗料・ワックスなどが対象となって

い ま す。

この法律に基づいて、塩化水素・テトラクロロエチ

レン・ホルムアルデヒドなど１７物質が有害物質として

政令で定められています。ちなみに最後に有害物質に

指定されたのは、昭和５８年１０月１日から施行された、

家庭用エアゾル製品・家庭用洗浄剤に含まれるテトラ

クロロエチレンと、同じくトリクロロエチレンでした。

以後約２０年間、有害物質の指定はなかったのです。

厚生労働大臣は、指定された家庭用品について、有

害物質の含有量、溶出量または発散量に関する幕準を

定めます。そして監視・指導や家庭７Ｔｊ品の健康への影

響を調売、研究します。そのためモニター病院ζ７）制度

もあり、厚生労働省へ報告が出Ｉされています。

● ク レ オ ソ ー ト 油 の 規 制

最近のが一デニングブームで、廃枕木が人気商品に

なりました。中には抽選で何ケ月も待たないと手に入

らないなどという報道もありました。その枕木にはも

ともと防腐剤としてクレオソート油が使われていま

す 。

枕木が線路にあるだけなら、家庭内に入りこむこと

はなかったのですが、ガーデニングという思わぬ川途

からにー一般消賞者がクレオソート油に触れる機会が多

くなったのです。また各地のホームセンターなどでも、

防腐剤としてクレオソート油そのものを売っているそ

う で す。

クレオソー・卜油には、ジベンズ〔ａ、ｈ〕アントラセン、

ベンズ〔ａ〕アントラセン、ベンゾ〔ａ〕ピレンが含
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まれており、国際がん研究機閔（ＩＡＲＣ）は、クレ

オソート油はおそらくヒトに対して発がん性がある

（グループ２Ａ）としています。

そこで厚生労働省は、クレオソート油の規制に乗り

出しました。１０月１日に開かれた薬事・・食品衛生審議

会薬事分科会化学物質部会で審議され、これらの物質

につき、クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐

剤及び木材防虫剤には、１０ｐｐｍ以下、クレオソート

油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び

防虫木材には３ｐｐｍ以下という基準を定めることが

決められました。

来乍２月後半か３月はじめには、政令が定められる

予 定 で す。

私は化学物質部会の臨時委貝をしているのですが、

指定された後、各家庭での暴露回避についてどのよう

に指導するのかが心配で、その点を礼しましたが、厚

生労働省は基準を作るだけで、後の調査や指導は都道

府県任せだそうです。しかし厚生労働省でももっと広

報すべきです。あまり知られていないように思います。

もともと枕木は、防腐剤が含まれていて、家庭内に

持ち込むべきものではないという意見が強くあったの

です。多くの家庭に普及してしまってから基準を定め

ても遅いのではないでしょうか。

さらに現在、パラジクロロベンゼンを含む家庭川防

虫剤について、規制してほしいという強い意見があり

ます。いまだにトイレに防臭剤としてつるしてあった

り、洋服タンスなどに入れてあります。発がん性があ

り、ダイオキシンを含むとも言われていますが、それ

ばかりでなく、化学物質過敏症を引き起こしたり、幼

児が熱を出したりしたことも報告されています。私た

ちは、今、気密性の高い住宅に住み、衣類の虫など見

たこともありません。

せっかく２０年ぶりに動き出した法律です。次はパラ

ジクロロベンゼンを規制してほしいと思います。



「容器包装リサイクル法改正を求め
る全国ネットワーク」が設立

容り法の改正に向けて

現在の容器包装リサイクル法（以下容り法と略称）

では、リサイクル費用の７割を超える収集・分別・圧

縮・保管費用が市区町村負担です。そのため自治体

（つまりは納税者）の負担が過大になる反而、生産者

がゴミの削減（リデュース）や資源の再利用（リユー

ス）に取り組むうえでの経済的動機付けが不十分だと

言われてきました。

施行（１９９７年）以来、ペットボトルの生産と廃棄の

量が大幅に増え、一方で、メーカーが自費で回収する

ガラス屈の再使用が減少するなど循環型社会と逆行す

る事態を招いてもいます。

容り法は、施行から１０乍後の２００７年には見直される

ことが法律に明記されています。政府の検討が始まる

２００５年の前に民間の意見をまとめ世論を喚起する必要

があるという問題意識で、１０７団体と多放の個人を集

め、［容器包装リサイクル法改正を求める全国ネット

ワーク］（以下容り法全国ネットワーク）が１０月４ロに

設立されました。

来年から署名運動を開始

国民会議も参加団体の一つです。当会議は２年前か

ら礒野東京経済大教授を中心に容り法の問題点をまと

め、２００２年１月に「容り法改正に関する提言」として

発表したことは、会員各位ご存知の通りです。

容り法全国ネットワークでは、次の２つの改正を求

める署名運動を来年行う予定です。

（１）現在自治体が負担している収集・分別・圧縮・

保 管 の 費 用 を 、 生 産 者 を 通 じ て 商 品 価 格 に 含 め る。

（ＥＰＲ＝拡大生産者責任：納税者負担から消費者負担
へ：費用の内部化）

（２）リデュース、リユース、リサイクルの優先順位

で推進する経済的及び規制的手法（デポジット制・課

徴 金 な ど ） を 織 り 込 む 。 署 名 迎 動 に 加 え 、 勉 強 会、

シンポジウム、各種イベントなどは、それぞれの団体

が独自に実行することになっています。

署名運動の対象は、国会（衆参両議院）と市区町村

議会の２っです。国民会議は、全国組織なので、市区

町村議会への請願は行いません。関心のある会貝は居

住自治体で自主的に実施して下さるようお願いいたし

ます。衆参１司議院への請願署名については、下記の連

絡・問合せ先のホームページ又は、今回同封したチラ

シをご覧の上、平成１６年２月末までに記入済み署名用

紙を当会議事務局宛郵送でお願いいたします。ＦＡＸで

は署名簿にカウントされませんのでご注意願います。

今回の捉言内容は、現行法に比べれば大幅な改善で

あり、実現すればごみ減量と再使用は本格的に進展す

るでしょう。しかし、以下の点は残ります。

り）容器包装に含まれないプラスチックや産業廃棄

物は同法の対象外であること

（２）収集・分別・圧縮・保管の費用を自治体から生

産者の負担に移り、製品価格に内部化される［拡大生

産者責任］のシステムが原則としてすべての工業製品

に適用されることが必要。

連 絡 ・ 問 い 合 わ せ 先 ： 容 器 リ サ イ ク ル 法 の 改 正 を 求

め る 全 国 ネ ッ ト ワ ー ク 事 務 局

〒１（）２-００８３東京祁千代田区麹町２-７-３半蔵門ウッド

フ イ ー ル ド ２ Ｆ 市 民 立 法 機 構 気 付

ＴＣＩＯＪ３Ｊ２３４-３８４４Ｆａｘ０３-Ｊ３２６３-９４６３

Ｅメールｒｅｕｓｃ＠ｃｉｔｉｚｅｎｓ-ｉ．ｏｒｇ

http://www.ｃｉｔｉｚｃｎ一ｉバｇ/ｇ；ｏｍｉＯ／
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国民会議も１０月より新年度に入りました。郵便局での振込用紙を同封してお
りますので、新年度分の年会費のお振り込みをお願いいたします。昨年度まで
の会費が未納の方がいらっしゃいましたら、あわせてお振り込み頂ければと思
います。年会費は、個人会員２、０００円、賛助会員１０、０００円になります。また、
カンパも募集中です。
国民会議の運営は、皆さまの会費・カンパにより支えられております。
からも引き続きご支援・ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

園 ＝ 一 一

○先月号でアンケートを同封させて頂きましたが、多数の方のご協力を頂きま
した。誠に有難うございました。頂いたアンケートにつきましては、今後の

運営に必ず役立たせて頂きます。なお、これからもアンケートは受付してお
ります。是非事務局までご送付頂ければと思います。

○最近、転居先不明ということで、返送されるニュースレターが増えています。
皆様のなかで、近々引越の予定がある方、すでに引越をしていて現在郵便局

の転送によりニュースレターを受け取っている方、事務所が移転した方など、

事務局までご一報頂きますようお願い申し上げます。また、お知り合いの会
員の方で引っ越しをされたという方にも、ご確認頂ければ幸いです。

ＯＵ月後半に２度ほど事務局のＦＡＸが故障しました。ＦＡＸを送信したのに

何の連絡もないという場合など、大変申し訳ありませんが、あらためて事務

局までご連絡いただきますようお願いします。

圖 ｆ 、 。 ●

ニュースレター２６号は１２月上旬発行の予定でしたが、諸般の事情によりお

届けが１月にすれ込んでしまいましたことをお詫び申し上げます。

圖 ． ＝ - Ξ ● ●

１０月９日常任幹事会開催
１ ０ 月 １ ４ 日 パ ール ・ ロ ザ ン ダー 氏 講 演 会
「毒物のない環境を次世代に手渡すために～
スウェーデン、ＥＵの化学物質政策～」開催
１０月２５日環境に関する情報公開、市民参
加、司法アクセスを進めるオーフス条約を日本
で実現するＮＧＯネットワーク（オーフス・ネ
ット）設立シンポジウム開催
１０月２８日「「センス・オプ・ワンダー」清
里フォーラム２００３」にてワークショップ開
催
日 月 ８ 日 国 民 会 議 創 立 ５ 周 年 記 念 総 会 ・ シ
ンホジウム「毒物のない社会をめさして」開催
１１月９日家庭用品プロジェクト開催
日 月 ２ ６ 日 中 下 事 務 局 長 講 演 「 子 ど も を 化
学物質汚染から守ろう」（主催清瀬ごみとも
だち）

編集後記広報委員会委員長佐和洋亮
ニ環境ホルモンは過去のこと？＝

我が愛読夕刊紙「日刊グンダイ」１１月１９
日号。そこでは、食品問題研究家の増尾清氏
の「巷に溢れる汚染食品からの自己防衛術」
を紹介している。
「無農薬・無添加と表示されていても、な

かなかその確認は難しい。そこで除毒を次の
ような方法でしょうＪ。
（肉類｜農薬やダイオキシンがたまりやす

い脂身は取り除く。薄切り肉は広げて、ミン
チ肉はそのまま、熱湯をくぐらせてから調理
す る。

《野菜》キャベツ、レタス、白菜など葉が
巻いているものは、農薬の大部分が外側に残
っているので、それを数枚取り、流水でサッ
と洗う。キュウリは塩を振って、まな板の上
で押しながら転がし、最後に水洗い。これで
表面に傷が付き、残留農薬やダイオキシンが
排出されやすくなる。
《魚》頭やハラワタには有機水銀がたまり

やすいので取り除く。みそ漬けや酒粕漬けな
どは、汚染物質が引き出されている可能性が
あるので、できる限り落す。
その他〈米》〈果物》〈加工食品》など

についても、親切な説明かおる。

ダイオキシン
国民会議

環境ホルモン対策
提言と実行
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